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村づくり交付金交付要綱

制 定 平成16年３月30日付け15農振第2794号
最終改正 平成22年４月１日付け21農振第2564号

農林水産事務次官依命通知

第１ 農林水産大臣は、地域の創造力を活かせるように、国の関与を縮減し、市町村の裁量を大
幅に拡大して、農業生産基盤と生活環境を総合的に実施する新たな仕組みを創設し、個性的
で魅力ある村づくりを推進するため、村づくり交付金実施要綱（平成15年３月30日付け15農
振第2551号農林水産事務次官依命通知）に基づき実施される事業に要する経費に対し、予算
の範囲内において都道府県に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第1 7 9号。以下「適正化法」という。）、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第2 5 5号。以下「施
行令」という。）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号。以下「規
則」という。）、予算科目に係る補助金の交付に関する事務について平成12年度の予算に係
る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した等の件（平成12年６月23日農林
水産省告示第8 9 9号）、予算科目に係る補助金の交付に関する事務について平成12年度の予
算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件（平成12年６月23
日農林水産省告示第9 0 0号）及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成
１３年度予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道開発局長に委任した件（平成13
年４月13日農林水産省告示第538号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

第２ 第１に規定する経費は、別表に定めるとおり交付対象事業の欄に掲げる事業に要する経費
とし、交付額の算定の欄により算出された額（以下「交付限度額」という。）を超えないも
のとする。

第３
１ 年度ごとの村づくり交付金の交付額（以下「単年度交付額」という。）は、次に掲げる式

により算出した額を超えない範囲において定めるものとする。

単年度交付額 ＝ 交付限度額 × Ａ － Ｂ

Ａ ： 村づくり交付金が交付される年度の年度末における交付対象事業の進捗率の
見込み

Ｂ ： 前年度までに交付された村づくり交付金の総額
進捗率： 交付対象事業の事業費に対する執行事業費の割合

２ 交付対象事業が、村づくり交付金の交付後に当該事業の進捗率に変更が生じた場合、別表
の村づくり交付金の集落基盤整備費及び市町村創造型整備費に係る部分にあっては、村づく
り交付金の交付の目的に反しない限りにおいて、当該年度に交付されるべき金額と交付され
た金額との差額につき、次年度以降に調整することができる。ただし、当該年度に交付され
た金額が、当該年度における変更された執行予定事業費を超えない場合に限る。

第４ 別表の交付対象事業の欄に掲げる経費は、１から２への流用はしてはならない。

第５
１ 適正化法第５条、施行令第３条及び規則第２条の規定に基づく申請書の様式は、別記様式

第１号のとおりとし、地方農政局長（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長（以下
「北海道開発局長」という。）、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長（以下「沖縄総
合事務局長」という。）。以下同じ。）に提出する。その提出部数は、正副２部とする。

２ 北海道開発局長は、北海道からの前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣
に交付決定の依頼をするものとする。

３ 都道府県は、第１項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体について当該補助金
に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当
する額のうち、消費税法（昭和63年法律第1 0 8号）に規定する仕入れに係る消費税額として
控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）に規定する地方消費
税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、
かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし，申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者
（事業実施主体に係る部分）については，この限りでない。



- 2 -

第６ 規則第２条の規定による申請書の提出時期は、当該都道府県の区域を管轄する地方農政局
長等（北海道にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。）
が毎年度別に定める日までとする。

第７ 農林水産大臣は、第４第２項の規定による依頼を受け、適正化法第６条第１項及び第３項
の規定により補助金の交付を決定する場合、北海道開発局長に通知する。

第８
１ 都道府県は、規則第３条第１号イ又はロの規定により、地方農政局長等の承認を受けよう

とする場合には、補助事業変更承認申請書（別記様式第２号）正副２部を地方農政局長に提
出しなければならない。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に
変更承認の依頼をするものとする。

第９ 農林水産大臣は、第７第２項による依頼を受け、規則第３条第１号イ又はロの規定により
承認する場合、北海道開発局長に通知する。

第10 規則第３条第１号の農林水産大臣が定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とす
る。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 経費の配分の変更

農業生産基盤整備費と集落基盤整備費の経費の相互間の増減

第11
１ 都道府県は、規則第３条第２号の規定により地方農政局長等の指示を求める場合には、補

助事業が予定の期間内に完了しない場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又
は補助事業の遂行状況を記載した書類正副２部を地方農政局長に提出しなければならない。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に
指示内容の依頼をするものとする。

第12
１ 都道府県は、適正化法第９条第１項、規則第４条により申請を取り下げる場合、取り下げ

理由を記載した書類正副２部を地方農政局長に提出しなければならない。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に
申請の取り下げの報告をするものとする。

第13
１ 適正化法第12条の規定による報告は、補助金の交付があった年度の各四半期（第４・四半

期は除く。）の末日現在において、別記様式第３号により事業遂行状況報告書を作成し、当
該四半期の最終月の翌月末までに正副２部を地方農政局長に提出しなければならない。

ただし、地方農政局長（北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務
局長）が別に定める概算払請求書の提出をもって代えることができるものとする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に
遂行状況の報告をするものとする。

第14
１ 規則第６条の実績報告書の様式は、別記様式第４号のとおりとし、地方農政局長に提出す

る。その提出部数は、正副２部とする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に
実績報告の報告をするものとする。

３ 第４第３項ただし書きにより交付の申請をした都道府県は、第１項の実績報告書を提出す
るに当たって、第４第３項ただし書きに該当した各事業実施主体について当該補助金に係る
仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告
しなければならない。

４ 第４第３項ただし書きにより交付の申請をした都道府県は、第１項の実績報告書を提出し
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た後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等
相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した各事業実施主体について
は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を別記様式第５号により速やかに地方農政局
長等に報告するとともに、地方農政局長等の返還命令を受けてこれを返還しなければならな
い。

第15 農林水産大臣は、適正化法第15条の規定により額を確定する場合、北海道開発局長に通知
する。

第16 施行令第13条第４号及び第５号の規定に基づく農林水産大臣の定める財産は、それぞれ一
件の取得価格50万円以上のものとする。
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（別表）

交付対象事業等 経 費 交付額の算定 摘要

１ 村づくり交付金 市町村、土地改良区、農業協 (ｱ) 当該間接補助事業の50％

同組合、一部事務組合その他都 (ｲ) 沖縄県において行うものにあ

道府県知事が適当と認める者（以 っては、(ｱ)の規定にかかわら

下「市町村等」という。）が行 ず、当該間接補助事業費の70％

う村づくり交付金に係る事業に (ｳ) 奄美群島において行うものに

要する経費に対し、都道府県が あっては、(ｱ)の規定にかかわ

補助する経費 らず、当該間接補助事業費の52

％

(1) 農業生産基盤整備費

(2) 集落基盤整備費 ただし、農業集落排水資源循環

(3) 市町村創造型整備費 統合補助事業実施要綱（平成14年

３月27日付け13農振第3438号農林

水産事務次官依命通知）に基づき

採択されたものであって、村づく

り交付金実施要綱第10の規定によ

り移行の承認がなされたものにつ

いては、従前の例による。

(備考）

村づくり交付金交付要綱の一部改正について（平成22年４月１日付け21農振第2564号農林水産事務次

官依命通知）による改正後のこの通知の規定は、平成22年度以降の年度の予算に係る国の補助について

適用し、平成21年度以前の歳出予算に係る国の補助で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについ

ては、なお従前の例による。
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別記様式第１号（第５関係）

平成 年度村づくり交付金交付申請書

番 号
年 月 日

地 方 農 政 局 長
北海道にあっては国土交通省北海道開発局長
沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長

都道府県知事 氏 名 印

平成 年度において下記のとおり事業を実施したいので村づくり交付金交付要綱
により 円の交付を申請する。

記

１ 事業の目的
２ 収支予算書（別紙１のとおり）
３ 事業の完了予定 平成 年 月 日
４ 添付書類 都道府県の補助金交付規程又は要綱

事業進捗状況関係資料

（注） 事業進捗状況関係資料は、総事業費に対する前年度までの事業費
（進捗率）及び本年度の予定事業費（進捗率）を別表の経費の欄に
掲げる(1)から(3)までの各経費毎に記載したものとする。

別紙１
収 支 予 算 書

区 分 本 年 度 本 年 度 地方公共団体等 補助率 備 考

事 業 費 交 付 額 負担分

円 円 円 ％
農業生産基盤整備費

工事費

集落基盤整備費
工事費

市町村創造型整備費

計

予算議決（又は予算議決予定） 平成 年 月 日

（注）１ 集落基盤整備費及び市町村創造型整備費の本年度事業費及び本年度交付額の欄
については別紙１－１により地区毎に算出した額の合計を記入するものとする。

２ １に掲げる経費については、補助率の欄は記入しないこととする。

別紙１－１ 本年度交付額（集落基盤整備費等）地区別計算書 地区名：

総 事 交 付 本年度 前年度ま 本年度 単年度 本年度
区 分 交付率 末進捗 での交付 備 考

業 費 限度額 率(見込) 済みの総 事業費 交付額 交付額
(A) (B) 額 (C) (D) (E)
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円 ％ 円 ％ 円 円 円 円
集落基盤整備
費

市町村創造型
整備費

計

（注）１ 交付率欄には、集落基盤整備費及び市町村創造型整備費に係る補助率相当の率を記載す
る。（以下、交付率の記載について同様とする。）

２ 単年度交付額(D)については、交付限度額(A)×本年度末進捗率(見込)(B)－前年度まで
の交付済みの総額(C)の算式による求めるものとする。

３ 本年度交付額(E)は、単年度交付額(D)を超えないものとする。
４ 別表のただし書を適用する場合にあっては、区分欄を「農村生活環境基盤整備費（集排

単独事業）」と記入するものとする。
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別記様式第２号（第８関係）

平成 年度村づくり交付金変更承認申請書

番 号
年 月 日

地 方 農 政 局 長
北海道にあっては国土交通省北海道開発局長
沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長

都道府県知事 氏 名 印

平成 年 月 日付け第 号で補助金交付決定の通知があった事業の実施について、
収支予算等を変更し〔金 円の追加交付（減額承認）を受け〕たいので村づくり交付

金交付要綱により関係書類を添えて申請する。

（注）１．金額に変更のない変更申請の場合は〔 〕の分を除く。
２．上記「収支予算等」の記載要領及び「関係書類」については、別記様式第１号の

別紙１の様式に準じ、収支予算のみの変更の際は「収支予算」と記載し別紙１を、
関係書類として添付することとし、変更前収支予算と変更後の収支予算を比較対照
できるように変更に係る部分についてのみ変更前を括弧書きで上段に記載するこ
と。

なお、変更理由は別紙１の備考欄に簡潔に記載することとする。
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別記様式第３号（第13関係）

平成 年度村づくり交付金遂行状況報告書

番 号
年 月 日

地 方 農 政 局 長
北海道にあっては国土交通省北海道開発局長
沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長

都道府県知事 氏 名 印

平成 年 月 日付け第 号で補助金交付決定の通知があった標記事業の遂行状況に
ついて村づくり交付金交付要綱により下記のとおり報告する。

記

１ 事業遂行状況 （別紙２のとおり）
２ 事 業 着 手 平成 年 月 日
３ 事業完了予定 平成 年 月 日

別紙２
事業遂行状況

進捗状況

実施計画 出来高 進捗率 備 考
地区数

事業費(A) 交 付 額 事業費(B) 交 付 額 (A)/(B)

円 円 円 円 ％
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別記様式第４号（第14関係）

平成 年度村づくり交付金実績報告書

番 号
年 月 日

地 方 農 政 局 長
北海道にあっては国土交通省北海道開発局長
沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長

都道府県知事 氏 名 印

平成 年 月 日付け第 号で補助金交付決定の通知があったこのことについて、
下記のとおり事業を実施したので村づくり交付金交付要綱により報告する。
（なお、併せて精算額 円の交付を申請する。）

記

１ 事業の目的
２ 収支精算（別紙３及び４のとおり）
３ 補助事業の成果（別紙５、６及び７のとおり）
４ 事業の完了予定 平成 年 月 日
５ 添付書類については、各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資
料、帳簿の写し又は補助金調書の写しのいずれかを添付すること。

また、このほか、補助金交付申請書又は変更承認申請書に添付したものから変
更があったものについて、必要書類を添付すること。

別紙３
収 支 精 算 書

区 分 事 業 費 交 付 額 補助率 都道府県 市町村 備 考
費 費

円 円 ％ 円 円
村づくり交付金

農業生産基盤整備
費

工事費

集落基盤整備費
工事費

市町村創造型整備
費

計

（注）１ 予算額を上段（ ）書き、精算額を下段に記入すること
２ 集落基盤整備費及び市町村創造型整備費の補助率の欄は空欄とする。

別紙４ 国庫補助金精算

区 分 本年度交 本年度精 国 庫 精 算 概算払受 差 引 交 付 額 備 考
付決定額 算事業費 補助率 交付額 領額 未受領（返還）額

円 円 ％ 円 円 円
村づくり交付金

農業生産基盤整備費

集落基盤整備費

市町村創造型整備費
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計

（注）１ 集落基盤整備費及び市町村創造型整備費については、別紙４－１により地区毎に算出
した精算交付額の合計を記入するものとする。

２ １に掲げる経費については、補助率の欄は記入しないこととする。

別紙４－１ 交付額（集落基盤整備費等）地区別精算 地区名：

総 事 交 付 本年度 前年度ま 本年度 単年度 本年度 次年度 精 算 備
区 分 交付率 末進捗 での交付 執行予 精算交 交付決 以降交

業 費 限度額 率 (B) 済みの総 定事業 付額 定額 付調整 交付額 考
(A) 額 (C) 費 (D) (E) (F) 額 (G) (H)

円 ％ 円 ％ 円 円 円 円 円 円
集落基盤整備
費

市町村創造型
整備費

計

（注）１ 単年度精算交付額(D)は、当該年度に交付されるべき金額として、交付限度額(A)×本年度末進
捗率(B)－前年度までの交付済みの総額(C)の算式による求めるものとする。

２ 次年度以降交付調整額(G)は、本文第３の２による額を記入するものとし、適用する場合は、
(E)－(F)により算出し、(F)の額を精算交付額(H)に記載すること。また、適用しない場合は(E)の
額を精算交付額(H)に記載すること。

３ 別表のただし書を適用する場合にあっては、区分欄を「農村生活環境基盤整備費（集排単独事業）」
と記入するものとする。
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別紙５

経費の配分及び事業計画の概要

事業名 地区名 施行年度 年度 ～ 年度

(事業主体) （ ）

本 年 度

区分 費目 工種 総 量 前年度まで 翌年度以降 備 考

事業量 事業費 交付額 補助率 地方公共団体等負担分

（又は交付率）

都道府 市 町 事業量 事業費

事業量 事業費 事業量 事業費 県 費 村 費

円 円 円 円 ％ 円 円 円

小 計

事 業 主 体

事務費

計

（注）添付書類 土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について（昭和44年５月24日付け農地Ａ第826号農林

事務次官通知）に係る返還対象事業にあっては、地区内における国庫補助金の振り分けの基準を記載した書面

（ただし、実績報告書提出時のみ添付すること。）

（記載要領）

１ 区分欄には、農業生産基盤整備費、集落基盤整備費、市町村創造型整備費の区分を記載すること。

２ 費目欄には、工事費の純工事費、測量及び試験費、船舶及び機械器具費、用地費及び補償費、全体実施設計費及び換

地費等を記載すること。

ただし、市町村創造型整備費の区分において、ソフト経費の場合にあっては、調査旅費、諸謝金、委託費、調査事務

費、資材購入費、機械賃料を記載すること。

３ 工種欄には、事業実施要綱別表の区分欄に掲げられている区分により記載すること。

４ 事業量欄及び事業費欄には、該当する事業量及び事業費を記載すること。

５ 地方公共団体等負担分欄には、実質の負担区分に基づき記載すること。

６ 備考欄には、事業完了後の施設の予定管理者を記載するとともに、事業主体ごとに、仕入れに係る消費税等相当額に

ついて、これを減額した場合には「減額した金額」を、同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない

場合には、「含税額」とそれぞれ記入すること。
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別紙６

１ 地区別検査調書

地区名 事業実施主体名 実績報告書 検査年月日 検査員氏名 備 考

受理年月日 （確認年月日） （確認者氏名）

２ 残材料調書

地区名 名称 形状寸法 数量 単価 金額 検収又は 備考

取得年月日

別紙７ 財産管理台帳（令第13条第１号から3号までの財産、要綱第16の財産）

処分制限期間 処分の状況

事業 検収又は

事業名 地区名 実施 名称 形状寸法 数量 単価 取得金額 取得年 耐 用 処 分 処 分 処 分 補助金 備 考

主体 月 日 制 限 の の

年 数 年月日 種 別 年月日 返還額

円 円 円

（注）１ 数年にわたって施工する施設については、完成した年度で記載するものとし、備考欄に施工期間を記載すること。

２ 備考欄には、当該事業に係る補助率等を記載すること。
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別記様式第５号（第14関係）

平成 年度仕入れに係る消費税等相当額報告書

番 号

年 月 日

北海道にあっては国土交通省北海道開発局長

地方農政局長 殿

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長

都道府県知事 氏 名 印

平成 年 月 日付け第 号により交付決定通知があった村づくり交付金について村づくり交付

金交付要綱第13第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１ 適正化法第15条の補助金の額の確定額 金 円

（平成 年 月 日付け第 号による額の確定通知）

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 金 円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 金 円

４ 補助金返還相当額（３－２） 金 円

（注）市町村別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。


